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1950年 代後半から1960年 代にかけて、沖縄では基地の拡大に伴い外人住宅と呼ばれる米軍基地外の米軍軍人軍属用の

民間賃貸の米式住宅が大量に建設された。 しか し、本土復帰以降は基地縮小や基地内住居施設の拡充によって基地外の米

式住宅の需要は激減 し、その結果、住み手は地域住民へ と変化 した。本研究ではこのような米式住宅を対象として、地域

への移行の過程に着目し、その成立 と展開の歴史的経緯、非住居機能への転用、増改築 を中心とする住宅再生、また居住

者評価の諸相を明らかに した。
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From late 1950s to 1960s, local sector built large quantities of American-style housing for the worker of U.S. base in Okinawa. Since 

the scale of the base has been reduced, the local residents reutilized these American-style housings autonomously. In this paper, the 

classification of reutilization ,some characteristics of the location, characteristics and process of the rennovation are cleared by analyzing 

the questionnaire arid the plan. The utilization greatly affects the life-style of dwellers, and the this kind of program assure the residents 

that they make the diverse and flexible life which is stemmed from their autonomous life style.

1.研 究の背景と目的

沖縄では、島喚 ・海洋性気候、台風常襲 といった環境

的条件 に加え、戦後の米軍基地の土地接収等に起因する

一般宅地面積の狭少化等々、国内他都道府県 とは異なる

社会的条件により、住宅の形式は戦後急激な変容を遂げ

てきた。

現在では、独立住宅の96%以 上註1)が鉄筋コンクリー

ト(RC)造 で建設 されるという独 自の建設事 情が存在 し

ているが、この独立住宅のRC化 には、米国統治時代の米

軍の主体的管理による基地内外の諸施設の設計 ・施工を

規範 とした計画 ・建設技術の継承が大 きな要因となって

いる。その米軍による建設技術の住宅への展開は、1950

年代後半から1960年 代にかけての、沖縄本島では一般に

「外人住宅」 と呼ばれる米国の生活様式をベース とした

米式住宅註2)、すなわち米軍基地外(OffBase)の 米軍軍

人軍属用(主 に米国人)の 民間賃貸独立住宅 に代表 され

る。

この米式住宅は1958年 に最初に建設され、その後は

1960年 代にかけて広範囲において急速に建設が進んだ。

しかし、本土復帰以降は基地の縮小、1980年 代以降の

「在日米軍駐留経費(思 いや り予算)」 の拡大によるタ

ワーと呼ばれる高層集合住宅等の基地内居住施設の拡

充、円高などの経済的な諸問題などか ら、米軍軍人軍属

の基地外での米式住宅の需要は激減 した。その結果、こ

の米式住宅は、次第に地域住民に賃貸、または中古住宅

として分譲されて きた註3)。 現在では住宅としての使用

のみならず、飲食店、物販店舗、オフィス、ア トリエな

ど多種多様な非住居施設としても再生 され使用されてい

る。

このような地域への移行の過程では、 日本や沖縄の伝

統的な住宅註4)と は全 く異なる米式住宅において、居住

者が主体 とな り、 より地域の諸条件 に適応す るような

「住みこな し」の工夫など、自主的な増改築を中心 とす

る住宅の再生や転用が見られる。 しかし、その再生 ・転

用の過程と実態に関する実証的な評価はこれまでに全 く

行われて来なかった。

本研究では、 この ような沖縄 の米式住宅 を対象 とし

て、米式住宅の成立 と普及の歴史的経緯 と、住宅の再
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生 ・転用の実態とそれに関わる居住者の 自主的行為によ

る居住環境形成の過程、その空間の特性及び居住者によ

る評価を考察することを目的としている。このような居

住環境形成過程の考繁 は、居住者が主体 となった住宅計

画の一手法を探る上で も示唆 を含んでいると考 えられ

る。また、これまで既存建築の再生に関する実践の少な

かった日本では未だその対処策は模索状態であるといえ

る。そのため、ここで明らかにする米式住宅の再生の実

態から得られる知見は、今後住宅 という社会的ス トック

を計画的かつ有効に活用 していくという視点か らも示唆

を与えるものと考えられる。

2.米 式 住 宅 の 成 立 と展 開

2-1.戦 後 初 期 の 住 宅 事 情

1945年4月5日 、 日本 の第47番 目の 県 で あ った 沖縄 県

は 消 滅 し米 国 の 占領 地 と な る 。 沖 縄 戦 が 終 結 した 後 の

1945年9月21日 に は 「琉 球 列 島米 国 軍 政府 」(United

StatesMilitaryGovermentoftheRyukyuIslands,略 称 ・

MG)が 設 立 され た 。 さ ら に、1950年12月5日 付 の米 極

東 軍 司 令 部 か ら流 球 米 軍 司 令 部 に発 せ られ た 指 令 「流 球

列 島 米 国 民 政府 に 関 す る 指令 」(SCAP指 令:Supreme

CoinmanderofAllieU{'owers)に よ り 「流 球 列 島米 国民 政

府」(UnitedStatesCivilAdministartionoftheRyukyu

Islands・ 略 称USCAR)が 設 立 さ れ 、以 後1972年5月15日

の本 土 復 帰 ま で27年 間、 米 国統 治 機 構 が 存 在 して い た 。

こ の よ う に、 沖 縄 は 政 治 ・経 済 ・社 会 ・文 化 等 の あ らゆ

る場 面 にお い て米 国 ・米 軍 の影 響 を 強 く受 け て き た。

戦 後 初 期 の 住 宅 ・住 宅 地 の 状 況 は と い う と、 第 二次 世

界 大 戦 に よ り都 市 部 は も とよ り農 漁 村 集 落 ・山野 に至 る

まで 物 的 財 産 の 殆 どが 焼 失 して い た。 戦 争 末 期1944年 の

沖 縄 県 の 総 人 口 は約59万 人 、世 帯 数 は12万6千 で あ っ た

が 、 戦 後1955年 の 国勢 調 査 に よ る と、 終 戦 直 前 に住 宅 に

居 住 す る世 帯 は20,331で あ っ た。 つ ま り住 宅 全 体 の84%

にあ た る約10万 戸 が 消 失 した こ と に な る。 住 民 は 捕 虜収

容 所 に収 容 され 、 そ の 間 、 米 軍 は基 地 と して 土 地 を 占有

し、 囲 い こん だ土 地 の 「残 り」 を段 階 的 に住 民 に 開放 し

て い っ た 。 そ して そ の 「残 り」 に応 じて住 宅 地 が 形 成 さ

れ て き た 。 また 、 土 地 の 開 放 が 部 分 的 で あ った 関 係 上 、

仮 住 居(テ ン ト小 屋 等)を 設 け て も他 の 地域 が 開放 さ れ

る とす ぐそ こへ 移 動 す る とい う具 合 に 、 戦 後 間 もな くの

住 宅 地 は極 め て 暫 定 的 か つ 流 動 的 で あ った 。

米 国統 治機 構 の 補 助 機 関 で あ っ た沖 縄 民 政 府(後 に沖

縄 群 島政 府 ・琉 球 政 府)の 所 在 地 も、 石 川(本 島 中部 ・

現 在 の石 川 市)、 知 念(本 島 南 部 ・現 在 の 知 念 村)、 那

覇(現 在 の 那 覇 市)と 転 々 と した の で 、 そ れ に伴 っ て住

民 も移 動 した 。 丘 の 中腹 に テ ン ト村 が た ち まち 出 来 上 が

り、 た ち ま ち 消 え る と い う現 象 が 、 終 戦 直 後 は しば しば

見 られ た とさ れ て い る。 そ の 中 で も特 に、 那 覇 市 は 最 後

まで土地の開放の遅れた所で、旧市街が米軍に占拠され

ていた関係上、住民はやむなく周辺の丘陵地帯や低地の

湿地帯に住居を定めざるを得なかった。

また、土地は米軍任命の市町村長が自由に土地所有者

の承諾なしに住民に割 り当てることが認めらる 「割当土

地制度」註5〕 により細分化されていた。そのため住民は

割 り当て られた土地にテント小屋を建て通路をつくり、

やがてテン ト小屋が簡易なバラックにな り、バラックが

住宅へと変化 した。道路も畦道が拡張 され、バラックの

間の通路がそのまま道路に昇格 した。沖縄の住宅地はこ

のようにして形成 されてきてお り、いわゆる戦前の住宅

地が 「復興」 した訳ではない。第二次世界大戦が もたら

したこのような社会的状況は、それまでの居住環境を一

変させるにはあまりにも大きな 「契機」であった。

2。2.米 国 民 政 府 に よ る住 宅 政 策

戦 時 中 、 米 軍 は 国 際 条約 に よ り住 民 を 臨 時 に設 け ら れ

た キ ャ ン プ(収 容 所)に 収 容 し、 食 料 ・衣 料 ・医 療 が 与

え られ る と同 時 に仮 住 居(テ ン ト)を 提 供 した 。 前 居 住

地 へ の 帰 還 が 許 され た の は1945年10月 頃 か らで あ り、

全 ての 住 民 が キ ャ ン プか ら帰 還 した の は1946年4月 頃で

あ る。

戦 後 直 後 の 極 め て 深 刻 な 住 宅 不 足 に対 して 、1946～

1949年 の 間 に 、 米 軍 政府 に よる応 急 住 宅 の建 設 ・供 給 が

行 わ れ た 。 沖縄 諮 絢 会(OkinawaAdvisoryCouncil>の 技

術 者 の 設 計 に よ る この応 急 住 宅 は 「規格 住 宅」(写 真2-

1)と 呼 ば れ 、6。33坪 に2.5間 ×2間 の 室 と6尺 ×6尺 の台

所 、 米 国産 の ッ ー バ イ フ ォー の 骨 組 み に 、壁 は 茅 ・テ ン

ト、 屋 根 は テ ン トも し くは板 張 りで 、 簡 便 な 施 工技 術 で

建 設 で き熟 練 工 を要 しな い もの で あ っ た註6)。1950年 時

点 で 、県 内全 域 に80,716棟 の ス トックが あ っ た と され

る 。 しか し、 諮絢 会 議 議 事 録(1946.3,22)に は 「1軒

に2、3家 族 が 住 み 雨 を凌 ぐだ け で あ る」 とい う報 告 が

あ り、 また沖 縄 タ イ ム ス の 「戦 後50年 特 集」(1995)

の 中 に は 「南 国 の 炎 熱 はテ ン トの油 を溶 か し、暑 さに加

え て そ の 異 臭 た る は 酷 い もの で あ っ た 。jと さ れ て お

り、 そ の居 住 環 境 を伺 う こ とが で きる。

1946～54年 まで は、 ガ リ オ ア資 金 と呼 ば れ る 占領 地

域 統 治 救 済 資 金(GovermentandReliefinOccupiedAreas

Fund)註7)に よ り米 軍 人 軍 属 とそ の 家 族 に住 宅 を供 給

し、 そ の賃 貸 料 は琉 球 政 府 の 財 政 資 金 と され た 。

2-3.米 軍基地内住宅

戦後の沖縄は米軍にとって戦略上重要な場所 であっ

た。特に1950年 代の朝鮮戦争、1960年 代のベ トナム戦

争での役割は大 きく、基地建設 を大量物資 ・人員によっ

て推進 した。この時期に基地内住宅の建設が本格化 して

いる註8)。



1940年 代、基地関係者はキャンプ瑞慶鷹、牧港ハウジ

ングエ リア等の基地内住宅に居住 した。当初は基地の恒

久化は念頭になかったためか応急的に 「コンセ ット」

(写真2-2)と 呼ばれる波板 トタンを用いた蒲鉾型の住宅

が建設された。

1950年 代に入ると、壁式コンクリー トブロック構造で
く

屋 根 架 構 は木 造 トラ ス に 地 元 産 の赤 瓦 を葺 い た住 宅 が 建

設 され た(写 真2-3)。 米 国 民 政 府 は地 元 産 業 育 成 目的 の

た め 、 ま た輻 射 熱 へ の配 慮 とい う点 か ら も赤 瓦 の 使 用 を

奨励 して い た が 、 台 風 ・白 蟻 へ の対 処 、 空 調 機 の 普 及 と

い う理 由 な どか らこ の タ イ プ の住 宅 は次 第 に 消 滅 した 。

そ の 後 は 壁 式 コ ン ク リ ー トブ ロ ッ ク構 造 ・フ ラ ッ ト

ル ー フ住 宅 が 主流 とな る(写 真2-4)。 外 装 ・室 内 は 、 当

時 か ら コ ンク リー トブ ロ ッ ク に プ ラス タ ー仕 上 げ 、 天 井

も コ ン ク リー ト屋 根 ス ラ ブ 面 下 は 同様 の 簡 易 な 仕 上 げ で

あ っ た 。1970年 の 基 地 内 住 宅 は、 キ ャ ン プ瑞 慶 覧 約

1,500戸 、 牧 港 ハ ウジ ング エ リ ァ約1,200戸 な どで あ っ

た 。

この 基 地 内住 宅 は大 き く単 身 用 と家 族 用 の二 種 類 が 用

意 さ れ て お り、 単 身 用 は 「連 棟 型 」 、 家 族 用 は 「独 立

型 」 、 「duplex」 、 「4plex」 、 「6plex」 、 「8plex」 等

で あ る。 家 族 用 住 宅 の 規 模 は軍 人 の 階 級 に よ っ て 異 な り

70～180㎡ で あ った 。

基 地 内住 宅 の プ ラ ンは 、1ベ ッ ドル ー ム タ イ プか ら5

ベ ッ ドル ー ム タ イ ブ が あ り、3ベ ッ ドル ー ム タ イ プが 最

も多 い。 日本 国 内 で使 う2DK・3DKと い う表 現 とは異 な

り、 キ ッチ ン(Kitchen)と ダ イニ ン グ(Diningroom)は

分 離 され て い る。 実 際 に は ダ イ ニ ン グ と リ ビ ン グル ー ム

(Livingr・ ・m)は 一 体 の 空 間 と な っ て い る場 合 が 多 く、

Living&Diningと 表 現 され て い る。 ま た、 中規 模 以 下 住 宅

の プ ラ ンは キ ッチ ン(Kitchen)、 バ ス(Bath)、 トイ レ

(Toilet)、 ユ ー テ ィ リテ ィ(Utility)等 の水 回 りが 集 約

さ れ て い る(図2-1)。 特 にユ ー テ ィ リ テ ィ は独 立 した空

間 と して確 保 さ れ て お りメ イ ドの使 用 や 作 業 空 間 と して

機 能 して い た 。 キ ッチ ン もユ ー テ ィ リテ ィ 同様 十 分 な ス

ペ ー ス を確 保 し、 カ ウ ンタ ー はL字 型 、 コの 字 型 等 々が

採 用 され た。801㎡ 程 度 の標 準 的 な3ベ ッ ドル ー ム タ イ プ

住 宅 の1戸 あ た りの 建 設 コス トは、2000～3000ド ル と さ

れ て い る。 住 宅 の 設 備 は 、 電 気 温 水 器 に よ る給 湯 、 大 型

冷 蔵 庫 、 洗 濯 機 が 設 置 さ れ 、 主 要 な住 宅 エ ネ ル ギ ー は電

気 で あ っ た。

2-4.米 軍 人 軍属 用 基 地 外住 宅 の 普 及 と衰 退

基 地 建 設 が 強 力 に推 進 され る一 方 で 、 基 地 内居 住 施 設

は 著 し く不 足 し、 多 くの米 軍 軍 人 軍 属 は基 地 外 周 辺 地 域

に居 住 す る こ と を許 可 さ れ た 。 米 軍 は 地 元 民 間企 業 に基

地 内 住 宅 を 規 範 と し た住 宅 註9)、 す な わ ち 米 式 住 宅 の 建

設 を要 請 し、 そ の第 一 号 は1958年 に竣 工 して い る。 そ の

後 は広 範 囲 に お い て急 速 に建 設 が進 ん だ 。

建 設 に 際 して は 、 住 宅 を 中 心 と し た基 地 関 連 施 設 は

1946年 開 設 の 在 沖 米 陸 軍 地 区 工 兵 隊(DE:U.S.Army

EngineerDistrict,Okinawa)に よ っ て設 計 監 理 及 び発 注 が

行 わ れ て お り、1950年 代 に陸 軍 病 院 な どを手 掛 け たSOM

(Skidmore,Owings&Merrill,USA)な ど米 国の 大 手 組織

事 務 所 に設 計 を委 託 す る場 合 もあ っ た。 このDEの 設 計 監

理 に つ い て は独 自の 仕 様 書 に基 づ い た厳 しい監 察 が行 わ

れ 、後 の建 設 業 界 の技 術 に大 きな影 響 を与 え た。

この 米 式 住 宅 の 普 及 に 際 して は、 「米 国 軍 人 軍 属 向 け

貸 住 宅 協 会 」 註10)と い った 組織 の 設 立 や 、 米 軍 に よ る家

賃 評 価 を基 準 項 目毎 に点 数 化 して算 出 す る 「米 全 軍 共 帳

制 度」 な ど、 様 々 な 社 会 的 、 制 度 的 、 産 業 的 な背 景 が存

在 した。 こ の 「米 国軍 人 軍 属 向 け貸 住 宅 協 会 」 は、1960

年 の 米 国 の ドル 防衛 策 発 表 後 に組 織 さ れ 、 そ れ ま で個 別

対 応 で あ っ た 米 軍 と の 折 衝 は 協 会 に移 行 さ れ た 。 そ の

際 、 米 軍 も家 賃 評 価 を基 準 項 目毎 に 点 数 化 して算 出 す る

米 全 軍 共 通 制 度 を発 表 した 。 米 全 軍 共 通 制 度 とは 、建 築

の各 エ レ メ ン トの 性 能 を検 査 す る もの で 、 そ の 項 目は 多

岐 に渡 っ て い た註11)。 また 、 住 宅 の 仕 様 は米 国 内 法 や 米

国 防火 協 会(NationalFireProtectionAssociation)人 命 安全

規 準 、 国 防省(DepartmentofDefence)施 工 基 準 等 が 参 照 さ

れ てお り、 対 応 は陸 ・海 ・空 軍 、 海 兵 隊 の合 同 のJHB

(JointHousingBoard)及 びJHICO(JointHousingInspection

ControlOffice)が 行 って い た 。 しか し、 実 際 に は基 地 外 の

米 式住 宅 の性 能 は 基 地 内住 宅 と比 較 す る と低 く、 そ れ は

当 時 の設 計 図書 の 内容 か ら も伺 う こ とが で きる。

米 式 住 宅 の急 激 な普 及 の 要 因 と して は、 投 機 的 な対 象

と して の 側 面 が 大 きか っ た 。 極 め て低 価 格 な土 地 の借 地

料 註12)と 建 設 コス ト、 さ ら に は確 実 な家 賃 収 入 な ど に よ

り短期 間 に初 期 投 資 が 回収 可 能 で あ っ た か らで あ る。 ド

ル獲 得 の た め に 住 宅 建 設 企 業 に よ る組 織 的 な建 設 の 他 、



個人の宅地内に数棟の賃貸住宅 を建設するケースもあっ

た。

産業としての米式住宅は50年 代後半の開始 より60年 代

前半に最盛期を迎えるが、米式住宅の総戸数を正確に把握

することは現在では困難な状況にある。 しか し、「米国軍

人軍属向け貸住宅協会」によると、1970年 においては、総

戸数約12,000戸 であったとされている。

本土復帰以降は、タワーと呼ばれる高層集合住宅など

の基地内住宅の拡充や円高など経済的な諸問題から、基

地外の米式住宅の需要は激減し、米式住宅所有者はそれ

までの経営方針 を変えざるを得 なかった。現在では、こ

のような米式住宅の多 くにおいて、米軍所属の外国人居

住者は極めて少数派 となっている。

平均的な米式住宅の延床面積は約65～90㎡ 程度で、各

住宅平面は若干異なるが、2ベ ッドルームタイプ、3

ベッドルームタイプ、4ベ ッドルームタイプの平屋が最

も一般的である。構造は主 に補強コンクリー トブロック

造で、構造壁には8イ ンチブロック、帳壁には6イ ンチ

ブロックが用いられた。屋根はフラッ トルーフで防水処

理 はせず、構造 ・材料的にシンプルな造 りである。室内

壁はプラスター塗 り、床はアスタイル若 しくはPタ イル

であった。各々の敷地面積は150～450㎡ と住宅地によっ

て異なるが、その殆 どにおいて住宅は敷地中央に配置さ

れ芝生に囲まれている。 しか し、このような近代的住宅

のデザインと生活様式は、当時の地域住民にとっては、

一種の 「憧れ」 を抱か されるに十分 であった考 えられ

る。

このように、米式住宅はプラン ・構造 ・材料 ・性能等

の多 くの部分を基地内住宅 を規範 として成立 している

が、当時混乱状態にあった沖縄では、戦後初めて明確 な

「計画」的意図を伴った住宅 としてその後の住宅計画 ・

建設技術 と産業に強い影響 を与え、また地域社会 に対 し

て強烈なメッセージを与 えた ものとして住宅の系譜を考

える上で重要な意義を持 っているといえる。



3.米 式住宅地の立地と現状

3-1.調 査概要 と米式住宅地の立地

米式住宅地はその居住者の殆 どが米軍軍人軍属であった

ため、その多 くが沖縄本島中南部地域の基地周辺地域、現

在の5市3町2村(那 覇市、浦添市、宜野湾市、北中城村、

北谷町、沖縄市、嘉手納町、読谷村、石川市、佐敷町)に

立地している(図3-1)。

しかし、基地か らの物理的距離の近接さとは別に、眺望

や自然環境などを重視 した住宅地も多 く形成 されてきた。

そこで10戸 程度以上建設されたまとまった住宅地として

56カ 所註5)(表3-1)を 抽出 し、所在地、現存総住戸数、立

地の形式を確認 した。さらに、住宅の現状を把握するため

に住宅の建て替え状況を記録 し、次に住宅の増改築の過程

と各室の使われ方を分析するため対面式によるアンケー ト

調査及び実測調査を行った。アンケー トの質問内容は、入

居時期、主な理由購入 ・入居理由、世帯主職業、世帯主収

入、家族構成、敷地 ・各室の使われ方、増改築 ・転用時期、

増改築 ・転用理由、転用用途と空間構成、建設 コス ト、施

工業者選定理由、評価等である。現地調査は2000年6月

～2001年10月 に行っている。

米式住宅の普及当時は1～2戸 程度を個人の遊休地等に

建設するものもあったが、そうした事例はここでは除外 し

ている。立地の形式に関 しては主に建設当時の状況を地形

図や開発業者、不動産業者、当時開発に携わった設計者な

どへのヒアリングを基に考察を行っている。

米式住宅地は、地形的 ・地理的条件 ・基地との近接性な

どにより、丘陵地などの自然環境に囲まれた「内陸型」(図

3-2)、基地(嘉 手納基地 ・普天間飛行場 ・キャンプフォス

ター ・キャンプレスター ・キャンプキンザー他)ゲ ー ト前

の平坦地に位置する 「門前型」(図3-3)、 基地から一定の

距離があ りなだらかな斜面に海を眺望することのできる

「眺望型」(図3-4)、 特にビーチや海岸に接する 「臨海型」

(図3-5)に 分類 される。この うちの60%以 上の住宅地が

「眺望型」 とされ、当時の計画意図の一端を伺 うことが出

来る。「眺望型」の住宅地開発に関しては、ある程度まと

まった土地面積 を必要 としたため、当時は荒地であった丘

陵地が着 目されたという経緯 も存在 している。

また、開発にあたっては、地元業者だけではなく本土業

者 も多数参画 した。さらに喜舎場ヒルの開発に代表される

ように、「セブン ・シスターズ」 と呼ばれた国際石油資本

7社 の一つであったガルフ(StandardOilofCalifornia、 現

在のChevron)と いった国際的企業も名を連ねた。

3。2.米 式住宅の増改築

全56カ 所、計3,726戸 の住宅を現地調査 した結果、屋

内 ・外及び規模の大小 を問わず何 らかの形で増改築とい

う自主的な更新をした住宅が2β78戸(全 戸数の66.9%)

存在 した註13)。



各 住 宅 地 に よ って 増 改築 率(増 改 築 戸 数/総 住 戸 数)は

異 な る が 、 「小 禄 ハ リジ ン グ」(100%)、 「伊 佐 」

(88.2%)、 「マ ー シ ーハ ウジ ン グ」(85.1%)、 「大

山」(89.5%)、 「横 田」(86.4%)、 「大 謝 名 米 琉 住

宅」(99.3%)、 「知 花 ハ ウ ジ ン グ」(86,6%)な ど那

覇 市 ・宜 野 湾 市 ・沖縄 市 に立 地 す る もの が 比 較 的 高 い 数

値 を示 して い る。

居 住 者 別 で は 、 日本 人 居 住 者 に よ る増 改 築 が 圧 倒 的 に

多 い とい う傾 向 が あ る。 こ れ は 、 熱 環 境 処 理 の 不 利 さの

克 服 や 生 活 様 式 の 相 違 に起 因 して い る と考 え られ 、外 国

人 居住 者 に よる増 改 築 は少 数 とな っ て い る註14)。

4.米 式住宅の転用

4-1.転 用形式の類型化

米式住宅の増改築における大 きな特徴 として、非住居

機能への転用を挙げることができる。ここではその転用

を主題 として分析を行 う。 しかし、文化的 ・社会的 ・経

済的 ・技術的に現在のような多様な状況下にある現代の

米式住宅の転用 を主題として扱 うにあた り、ある特定の

条件のみで転用問題全体 を説明づけることは困難であ

る。また、個々の事例では異なる複数の条件が絡み、そ

れらの重点の置き方 も一様ではない。そこで、転用用途

の内容の傾向と特徴 という基本的事項 を把握することを

主眼とした。

その転用内容の傾向と特徴を明らかにするために、転

用用途の類型化、立地別による転用用途の傾向と特徴 と

いう分析手順を用いている。

まず、各事例の非住居機能への転用形態 を比較 ・検討

した結果、住宅全部 を転用する 「全転用」、住宅の一部

を転用する 「部分転用」、敷地内に別機能を住宅に付加

させ転用をする 「付加転用」に分類 した(図4-1)。 その

結果、転用のうち 「全転用」が73.5%、 「部分転用」が

26.5%見 られた。 「付加転用」は一定規模以上(30㎡ 程

度以上)の ものを対象 としたため僅かな事例 しか見られ

なかった(表4-1)。 さらに転用用途の内容に関しては、

業務、商業(物 販 ・展示)、 商業(飲 食)、 教育 ・文

化、その他、の5つ の分類項 目を設定 した。

転用用途は、図4.2・4-3に 見られるように 「全転

用」 ・ 「部分転用」 に大 きな差異はな く、 「全転用」 ・

「部分転用」 とも 「業務」施設として転用 されているも

のが30%を 超えている。次いで 「商業(物 販 ・展示〉」

施設、 「商業(飲 食)」 施設、 「教育 ・文化」施設、

「その他」の順になっている。

「全転用」の 「業務」施設 としては民間のオフィスや

会議所が多 く、特にデザイン事務所や建築設計事務所が

複数例見 られた。 「商業(物 販 ・展示)」 施設 はダイ

バーズショップ ・洋装店な どの店舗が多い。 「商業(飲

食)」 施設 は、フレンチ ・イタリア ン ・多国籍料理 と

いったレス トランが主で比較的程度よく使用されている

事例が多い。 「教育 ・文化」施設では、保育園の 「全転

用」が多 く、小美術館や自治会集会所の他、福祉施設と

しての共同作業所など周辺住民 を対象 とした内容が多

い。 「その他」施設ではペンション、教会、寺、歯科医

院、動物病院などが意匠 ・外見上の混乱はあるが見られ

た。

「部分転用」の 「業務」施設 としては、新聞販売店 ・

連絡事務所 など小規模な ものが多い。 「商業(物 販 ・展

示)」 施設 も、化粧 品店 ・弁当屋 ・ダイバーズシ ョッ

プ ・洋装店など小規模な店舗が多い。 「商業(飲 食)」

施設は、夜間だけ営業のスナックや夫婦経営の喫茶店な

どサービス内容が限定されている ものが多い。 「その

他」では児童クラブ、英会話教室空手道場などが見られ

た。このように、 「部分転用」の多 くが住宅の接道側、

敷地の庭部分で生活の延長 として片手間に商売する と

いったものが多く、それ故、商売の規模 も小さい。

ここで見 られる事例は、東南 アジァ地域で一般的な

ショップハウスの空間構成にも酷似 している。また、一

敷地内に複数用途が存在するものはなく、住宅というス



ケールの小 ささ故か複数の転用用途は共存 し得ないこと

が分かる。

4-2.全 転 用 事 例

図4-4・ 図4-5は 「全 転 用 」 タイ プ の 事 例 で あ る。 図4一
ゆ

4の 事例(宜 野湾市大山)は フレンチレス トランとして

約5年 間営業 をしている。プランはほぼ原型のまま残

し、外部のテラス部分を増築 ・室内化 し客席 として利用

している。そのため住宅 としての機能は完全に消失 して

いるが、原型の痕跡 を残 しているため店舗 としては隠れ

家的なスケール感 ・雰囲気が漂 う。インテリアもローコ

ス トで手作 りの ものをというオーナーシェフの主体性に

よる意向と努力から奇抜さは感 じない。む しろ 「今ある

モノを使 う」 という循環系の存在を体現 し、飲食店とし

ては質の高い空間を創出 していると言える。

技術的には、コンクリー トブロックの耐力壁部分はそ

のまま残 し、客室 を個室的に使用 している。また帳壁は

一部除去や腰壁 のインテリア家具化な どで対応 してい

る。オーナー ・従業員の評価か らも米式住宅の歴史的意

味を積極的に活用 しようとする意図が読みとれた。

図4-5は 保育園の事例(那 覇市小禄)で ある。原型に

あま り手を加えずに出来てお り、壁には楽 しげな絵や看

板が掲げられ、一見 して保育園だと分かる。 また、住宅
ぢ

特有のスケール感により柔 らか さも表出 し、いわゆる施

設だという感じが しない ものになっている。

飲食とい う行為も、また子供を育むという行為 も、元

来住宅が有 していた機能であることから、 「全転用」に

あたっての特別の違和感は感 じ得ない。ヒアリングにお

いても、 「この雰囲気を得 るために家賃が高いとは思わ

ない」、 「住宅 とい う安心感が、子供 にも伝わる」 と

いったように好 ましく評価 しているところが多かった。

しか し一方で他の地域には、工場や作業場、ガレージや

倉庫 といったものへの 「全転用」の事例 も多 く、住宅地

の中で雑然とした空間をつ くっている場合 もある。

4-3.立 地別による転用用途の傾向と特徴

立地別による転用用途の傾向と特徴の分析 について

は、まず計画当時の米軍基地との関係と現在の住宅地の

置かれている状況に着 目し、さらに現在の周辺地域の変

容 ・市街地化の中で捉えようとしている。

類型化 した各事例の転用用途の内容について、さらに

その傾向 と特徴 を各事例の所在する地区との関係か ら明

らかにするため、現在の都市化の状況を考慮 して大 きく

5つ の地区([那 覇 ・浦添地区]、[宜 野湾 ・北谷地

区]、[読 谷 ・嘉手納 ・沖縄 ・中城地区]、[石 川地

区]、[佐 敷地区])に 分割 した。

都市化の進んだ[那 覇 ・浦添地区]で は、事務所を中

心 とした 「業務」施設の割合が51.4パ ーセントと高い



が 、 郊 外 地 の[宜 野 湾 ・北 谷 地 区]で は 、 「商 業(物

販 ・展 示)」 施 設 や 「商 業(飲 食)」 施 設 が と も に

29.7、21.0パ ー セ ン ト高 い 割 合 を示 して い る(表4-2)。

[宜 野 湾 ・北 谷 地 区]は 郊 外 とい って も主 要 幹 線 道 路
へ

が走 り、近年開発が急速に進んでいる地域である。[宜

野湾 ・北谷地区]の 「商業(飲 食)」 施設は、住宅から

の急 な 「転用」にも関わらず、周辺環境に溶け込んだむ

しろ米式住宅の 「良さ」を伝えるような好事例が多い。

[読谷 ・嘉手納 ・沖縄 ・中城地区]で も[宜 野湾 ・北

谷地区]同 様の傾向があるが、ここでは商業施設の他に

ペ ンションや自治会施設が 目立つ。[石 川地区ユ、[佐

敷地区]は 那覇都市圏か ら離れていることや既成市街地

からも離れている海を望む 「眺望型」の住宅地であった

ため、転用数 も少 な く建設当時の状態が維持 されてい

る。このように、都市化された地域 と郊外地では、郊外

地により商業性の強い機能に 「転用」 されてお り、その

性格は僅かに異なる。

4-4.転 用促進要因

計画当初の米式住宅のプラン、CB構 造、構法、設備、

空間構成などの内容は、飾 り気のないシンプルでプレー

ンなものである。

特に、CB造 は特殊な構法や材料を用いず とも安定した

意匠を簡易に創れたこと、敷地の規模、敷地中央配置、

プランの 「矩形」デザインなどがプラス面 として転用 を

促進させ、使い手の主体的な働 きかけを可能にした大 き

な要件 として抽出することができる。

「転用」の類型化か らは商業的なものか ら、保育園や

児童クラブに代表されるような教育性の強いものまで多

種多様な機能を内包 していることが分かった。ここでは

軽々と住宅 とか店舗 といったビルデ ィングタイプ上のカ

テゴリーを超えてお り、いわゆる 「使えるかどうか」 と

いうことが大きな判断基準になっていると考えられる。

機能はカタチをつ くりだす。しか し、機能が消失 した

り変化が迫 られた時、カタチか ら何がで きるか。 「転

用」 というプログラムと、そのプログラムの持つ拡張性

は、これからの現代社会にス トックとして存在 しなけれ

ばならない建築に対応する工夫のありようを示 している

と考えられる。

5.米 式住宅の再生 と居住者評価

5-1.大 西ハイツ住宅団地

住宅の再生 と居住者評価に関 しては、調査対象住宅地

の一つである、1963年 に建設された宜野湾市大謝名註15)

の大西ハイッ住宅団地を取 り上げた(写 真5-1)。 調査対

象住宅は竣工 当時全120戸 のうち建替えが行われていな

い104戸 、アンケー ト調査回収率は50%で ある(図5-

2)。

調査対象住宅ではその殆どにおいて、居住者 は住宅部

分だけを所有 し土地に関 しては地主が所有 し借地契約を

結んでいる。各々の敷地面積は平均 して約300㎡ 、住宅

の延床面積は約65～90㎡ である。各住宅平面は若干異な

るが、3ベ ッドルームタイプの平屋 が最 も一般的であ

る。構造は補強 コンクリー トブロック造で、構造壁には

8イ ンチブロック、帳壁には6イ ンチブロックを用いて

いる註】61、,屋 根はフラットルーフで防水はされておら

ず、リフレクタコー ト塗 り仕上げもしくは打放 し ・モル

タル補修仕上げであった。

建設 当時の電気 ・給排水設備には大 きな特色が見 ら

れ、空調機、乾燥機、大型洗濯機、冷蔵庫、電気温水器

等米国製電化製品用の200V電 源が配された註17)。 ま

た、セ ントラル方式の電気温水器による給湯や水洗 トイ

レは他の米式住宅地同様、当時としては画期的な設備で

あったといえる。また、PC製 の物干し台はここに特有の

ものとして広 く知られている。

増改築など住宅の再生に関しては、土地の所有者 と住

宅の所有者が異なることにより、建築基準法等の法的制

約以外に も各々の契約ごとに個別の規定が設けられてい

ることがある。例えば、必ず しも明確 な規約で明文化は

されてお らず報告 も義務付 けられてはいないが、斡旋 し

た不動産会社の指導により2階 建てへの増築や新築が制

限されている申し合わせ事項等が挙げられる註18)。 その

他個別には、増改築す る個室面積や位置、敷地境界線か

らの距離 などを細か く規定 されている もの も幾つかあ

る。 しか し、住宅内部に関 しては特に制約がな く、増改

築は自由に行うことがで き、日本人居住者のみならず、

外国人居住者は個性 的なイ ンテ リアをつ くりこんでい

る。



5-2.居 住者特性 と入居の理由

竣工直後はその殆 どにおいて米軍軍人軍属の外国人が

居住 していたが、1972年 の本土復帰を境に外国人居住者

数は激減 し、1970年 代後半にはその数は3分 の1程 度と

なった。その後 も徐々に減少 し、現在では外国人居住者

は6戸 にしか過ぎない註19)。

家族形態は 「夫婦+子 供」からなる核家族が61.5%と

最 も多い(図5-2)。 また家族構成員である子供は16才

以上の場合が殆 どであり、世帯主年齢 も50代 が最 も多 く

子供が成熟 した核家族であった。居住年数を見ると、21

～25年 が約37% 、16～20年 が27%で あ り、居住者の流

動性は高 くない(図5-3)。

住宅の購入 ・入居の主な理由は、 「モダンデザインが

気に入った」 という理由が最 も多かった(図5-4)。 当

時、芝生で覆われた敷地と白い外壁の米式住宅は住民の

憧れでもあったということが裏付 けられる結果 となっ

た。 また、 「戸建て」、 「ニワの広さ」 といった住宅や

敷地条件など基本的骨格 を重要視 していることが分か

る。 「立地 ・環境」やRC造 などの住宅のプラン ・構造に

関するものは主要な理由とはなっていない。
一方で

、住宅は短期間における大量かつ急激な供給で

あったため、空間は米国流の合理性のみが追求され、計

画側の土着的な生活や環境への配慮は十分だった とはい

えなかった。そのため、空間や画一的な近隣環境に対す

る不満を持つ居住者 も少なくなかった。

5-4.住 宅内部の再生

居住初期は、防湿 ・断熱等の問題により住宅内部の改

築は頻繁に行われていた。グランドレヴェルとフロアラ

インとの差が殆 どなかったため、スラブ上に直タイル貼

りを床下を設けてフローリングや畳に替えるといったも

のが多かった。床の再生は全体の9割 、日本人居住者の

住宅においてはほぼ全戸で行われている。

また、屋根スラブのみで天井や断熱が一切なかったた

め、天井 を設置 し断熱材 を張ったものが全体の8割 程度

5-3.増 改築の回数と年代 ・用途

壁式コンクリー トブロック構造(以 下CB造)は 、居住

者が増改築 を行う場合の経済的な負担は大きかったと予

想された。しか し、実際の増改築の有無に関 しては、約

90%が 「増改築有 り」 と回答 した(図5-5)。 またその

回数は2回が多い(図5-6)。

図5-7よ り増改築件数を年度別にみると、入居初期か

ら次第に増え、1979～83年 をピークに減少する。用途

に関 しては、防湿 ・断熱 といった ものが多数を占めてい

た初期段階から、個室や玄関、ユーティリティといった

内部の増改築が増 え、外部空間のテラスやガレージの増

改築が増加 している。住宅の性能面、生活の不具合を解

決する内部増改築、さらに外部空間への増改築と展開す

る過程を見て取ることがで きる。

住宅の転用はg肩 であった。その内容は、ブティッ

ク、教会、建設会社オフィス、保育所、舞踊研究所、

ペット病院、音楽教室、英会話教室である。

その空間の特徴 は、玄関を新 しく設ける程度で小さな

増改築で対応 していることである。米式住宅の意匠 ・イ

メージを損なわないようにと配慮されていることが分か

る。



あった。 しかし、この天井 ・断熱設置に関 しては室内有

効高さが低 くなるなどの影響があったため、居住者には

不評で もあった。

住宅内部各室の変更に関 しては、初期段階では玄関の

設置が最 も多い。米国人は履き替えの習慣がないゆえ玄

関がなかったため、居間の外部にコンクリー トの 「たた

き」をつ くった り、ユーティリティを玄関に変更 した。

そ して次段階でユーティリティ ・ランドリー室 を個室に

変更するといった内的要求への対応がなされた,,

居間やキッチンに関しては、内装材や設備を新 しくす

るといった程度のものが多 く、対象住宅の殆 どで入居時

より継続的に使用されている。コンクリー トブロックを

居住者自ら積み上げることにより帳壁 をつ くり、居間領

域 を形成する事例があったが、居間の拡張や個室化する

といった事例は殆 どなく、原型通 り居間を中心 として各

室へ繋がる空間構成となっている。 しか し、玄関の設置

によりアプローチー居間一個室と連続するという外部から

のアプローチは変化 した。

このことか ら、居間を中心 とした原型 は維持 されてい

るが、ユーティリティ等の改変による玄関の設置により

空間構成は変容 しているといえる。

このような段 階的な再生の過程 を経て、現在ではガ

レージ、玄関、居間 と連続す る空 間構 成が多 く見 られ

る。また、30数 年間に渡 り、数度の増改築を行っている

にも関わらず、居間を中心 とした初期計画は生活の中核

として生き続けているといえる。初期計画を大幅に覆す

ような計画は見あたらず、生活に合致す るための比較的

小さな再生が居住者 自身によって行われていると見てよ

いo

5-5.テ ラス ・ニワ

敷地内の外部空間では、積極的に使用 される部分 と庭

園、いわゆるニワ的に使用される空間 とが存在 してい

る。まず、居間と連続する屋外テラス部分 に、鉄骨梁上

に軽量な屋根を設置 している事例が多 く見られた。ここ

には簡易物置 も多 く見 られる。これはテラスの土間コン

クリー ト部分が広いため、食事や洗濯物干 し、軽作業な

ど多様に使用されている。 しか し、入居からはある程度

の年数(5～10年)経 過 してから設置されている。

接道側のガレージの設置 も多 く見 られ、敷地境界線上

まで屋根 を伸ばした事例が多数見受けられた。敷地に比

較的余裕があったことなどから、これ らのガレージや屋

外テラスなどの増築が促進されたと考えられる。

これに対 して、テラスと連続するニワは芝生で植栽さ

れ増改築が行われている例は少ない,,「 芝生で囲まれた

家」 というイメージが居住者によって維持 されているも

の と考えられる。境界面へのブロック塀の設置が本土復

帰以降増加 しているが、ニワは竣工当時の米式住宅の空



間が維持 されているといえる。

特に、居住年数の長い居住者によって、ニワの確保な

ど外部空間に関しては近傍意識の高さから共同的な制御

の力が働 き、住宅建設当時の良好な住環境が持続されて

いる。

5-6.居 住者評価.

居住者の代表的評価、図5-8を 参考にすると、居住者自

らが 自主的に、計画 と生活 との不具合を発見 し、環境を

再構築 してゆ く過程 を見ることができる。

つま り、 「防水 や防湿は不満」であった初期段階か

ら、 「外人は履 き替えをしないが日本入はする」、 「畳

の間で眠 りたい」 という理由による増改築がなされてい

る。また、 「外人住宅のデザインモダンだし、RC造 は50

年 は持つ」 といった形態への安心感からも内部の増改築

が促進されたことが分かる。

近隣意識に関 しては、 「自治会や町内会活動がない

が、外人住宅に住 んでいるというプライ ドや愛着があ

る」という定住 ・愛着意識や、芝生のニワの確保など、

近傍への相互影響 を見て取ることができる。

居住者評価の代表例は表5-1に 纏めた。ここからはも肯

定的 ・否定的意見の双方が見られたが、概 して主体的な

居住者の環境創造への取 り組みと工夫 とを理解すること

が出来る。

6.米 式住宅の保存 とエコミュージアムとしての可能性

近年、日本でも注 目されつつあるエコミュージアム註20)

は、地域住民の運営管理により地域全体をミュージアムと

して文化財や自然環境の保全をを行い、地域環境の学習の

場 としての価値を高めて行 く方法である。

米式住宅はその建設から、初期のもので約40年 が経過

した。現在では住宅のデザインや設備、空間構成などの内

容は、驚 くべきものではないし、また、本土復帰以降、生

活・文化面での米国の影響は次第に薄 らいでいる。しかし、

海岸が望める良好な立地に位置するものも多いことから、

現在も住宅地としての地域住民の人気 も高い。その住宅地

は著 しく増改築が多い地域 もあれば、建設当時の原型から

変化の少ない地域(伊 佐浜、石川など)も あることが明ら

かになった。

その歴史的な成立過程を考えると、各地に点在する他の

戦争遺跡 との関係は決して希薄ではない。エコミュージァ

ムの理念では、各サテライトは単なる復元や見せ物ではな

く、地元の方の生活の一部として機能 していることが必然

となって くる。米式住宅は現在もそ して今後も地域住民の

生活に根付いた利用が持続すると考えられることからも、

エコミュージアムのサテライ ト施設註21)としての可能性を

含んでいることを指摘 しておきたい。

7.ま とめ

以上、沖縄における米式住宅に関 して、その成立の背景

と展開、増改築を中心とした再生 ・転用とそれによる土着

化の実態、及び一住宅団地を事例として取 り上げての居住

者評価に関する分析を行った。

米式住宅は、戦後の米国・米軍の政策などの強い影響の

下に成立した。また、戦後初期に米軍が展開してした構法

計画 ・仕様を下敷 きにしているものである。入居当時の居

住者は、入居や購入の選択理由としてその近代的なデザイ

ン性に主に関心があった。しか し、現在の米式住宅は、非

住居機能への転用 と、住宅としての再生を中心として増改

築の様々な経緯を経て、居住者の働きかけ、すなわち自律

的更新により変容を遂げている。

それはシンプルなプラン・形態の基本的骨格 と60～80

㎡程度の決して大 きくはない住宅を与えられた居住者が、

自らの生活 ・経済力に応じて住宅を維持し育て上げてきた

ものである。また、居住初期の様々な生活様式の相違に起

因する問題の解決 も、その後の居住空間に対 しての働 きか

けをする場合の手がか りとして、その持続性 をを可能にし

たと言えるであろう。それは現在では画一的とは決 して呼

べない多様な居住環境を形成 していることからも、働 きか



けの蓄積と増改築の持続性を促 したプロセスからも窺うこ

とができる。

環境問題の認識の高まりもあ り、建築はもほや残 して使

うことが求められている。歴史的建造物の保存 という形で

しか行われてこなかった活用の仕方では、これから大量に

発生する老朽化 した建築には対応できない。実際の建築と

社会 との間の需給のミスマッチを解消し、居住者のユニー

クな発想に支えられている米式住宅の現在の姿は、ぎっし

りと詰め込まれた計画のコンテンッに対 して、空間やプロ

グラムにおける余 白性、つ まりある種の意図的な計画の

ルーズさの必要性 ・重要性を示唆しているともいえる。
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註

1)参 考文献1参 照。本土 で一般 的で ある木造住宅の建設戸

数 は、沖縄 県では住宅建設戸数全体 の約1.25パ ーセン ト

しかない。

2)「 外 人住 宅」 とは米軍基地外 の外 人用賃貸住宅 を指 し、

沖 縄 で使 われ て い る一 般 的 な呼 称 。本 研究 で定 義 した

「米式住宅」 とは この 「外人住宅」 を指すが 、これ とは

別に 「米軍 属用賃貸住 宅」や 「米 国風 住宅」 な どの呼称

も可能で あろ うも ここでは よ り建築類 型的 な位 置づ け を

行 うため に一定の生活 様式 など 「米国式」 に対応 した住

宅 として扱 ってい る。単 に一時的 ・部分的 に米 国の影響

を受けた とい った一般の住 宅を示 す ものではない。

3)1990年 代以 降、土 地の借地権 の移行 などによ り所有者の

変更が増加 している ことも 「増改築」 数の多 さに関連 して

いる と推測 される。

4)戦 前 の木造住 宅等 を指す。

5)戦 後 の沖縄の住宅政策は、1945年 公布 の米 国軍軍政府指

令 第29号 「旧居住地移住の計画 と方針」に基づ くこの 「割

当土地制度」 によ り始 まる。当時、米軍が駐留 した那覇市

や コザ市(現 在の沖縄市)の 中心部はその後の土地開放 に

伴い、殆 どが この 「割当土地制度」 によって土地 を割 り当

て られ、その結果、土地所有者不在の まま新住民が 占拠 し

家屋 を建てることになった。その後土地所有者が戻 り、所

有者 による割 当土地の明け渡 しが求め られ、割 当土地居住

者 との トラブルが発生 した。それ により、当時の沖縄群 島

政府は、米軍政府の要請を受 けて、1951年9月 「沖縄群 島

割 当土 地 に関す る臨時処理条例」(通 称 「割 当土地」条

例)を 制定 し、 これ によって割当土地使用権 は 「み なす契

約」 に基づ く賃借権 として置 き換 えられた。1955年6月 、

琉球政府に よる 「沖縄群 島割 当土地 に関する臨時処理法」

(通称 「割当土匙」法)に おいて賃借権及び期 間の法的位

置づけ を与 えた。復帰後は借地法上の借地権 とされ今 日に

至 ってい る。

6)米 国 海軍軍政府 本部指令 第72号 、 「沖縄 人住 宅建築 計

画」。

7)沖 縄県の産業 と住宅の復興 を目的 とした長期低利の資金融

資制 度。 この資金 に よる住宅 は復 金住宅 と呼 ばれ 、総計

108,024戸 建設 された。その後 、琉球 開発金融公社が設 立

され琉球復興開発金融基金 と同様 に16,707戸 の住宅建設に

貢献 した。

8)復 帰以前の基地関係者最大 人口は約4万人、1960年 代後半の

基地内家族用住宅は約5,000戸 とされてい る。

9)DEは 「母国 と同 じような生活が継続で きること」 とした

設計 を前提 としていたため、当時の沖縄の住 宅 とはかけ離

れていた。戦後す ぐのGHQに よる 「進駐軍住宅」 との関連

性 も指摘 され ようが 、 これ に関 しては今後調査 を進 めた

い0

10)米 国民政府 ・琉球政府 ・合 同住宅委員会 との折衝において機

能した。また、家賃 ・設備などに対する苦情や環境衛生が悪

化 した場合に軍側から出されるオフリミットの解禁交渉 にお

いて も組織 として機能 した といわれる。

11)例 えば項 目と点数配分についてみると、キ ッチ ン10点 、コ

ンクリー トスラブ厚 さ10イ ンチ以上が8点 、外壁 ・内部プラ

スター仕上げ7点 、隣棟間隔24フ ィー ト以上8点 な ど多岐

に渡る。点数制は1963年 か ら本土復帰 まで実施 された。1点

は1～3ド ル程度の差 となって家賃評価額 に影響を与えた。

12)借 地料は一坪 につ き年間一 ドル程度。米式住宅の賃料は月

100ド ル程度であった。尚、一般的俸給生活者の月給は数十

ドル程度である。

13)参 考文献2を 基礎デー タとして再調査 を行 い再編 した。

14)外 国人居住者は主に 「賃貸」 として居住 していることにも起

因するが、外国人居住者は皆 「賃貸」 という訳ではない。

15)戦 前の大謝名は稲作やサ トウキビの生産が盛んな農村地帯で

あった。現在 の大謝名地区の人口は約2900人 であ り、住

宅 ・商業地域 として人口は増加 している。

16)基 地内住宅と同サ イズであったが、米国標準ブロックに対 し

て低強度のものが使用 されている。

17)当 時、発電は米軍が管理 してお り、地域に対 しては配電会社

が購入後各家家庭 に配電 していた。

18)大 西ハイツからは西側 に東シナ海 を望むことができる。建設

当時 よ り米軍人軍属向けの大 きなセールスポイン トであ っ

た。また、頻繁に入れ替わる外国人居住者向けのルールつ く

りのね らいもあった。

19>日 本人と婚姻 を結んだ外 国人居住者は、 日本人居住者とみな

した。

20)フ ランスの博物館学者 アンリ ・リビエールによって提唱さ

れ、自然 ・文化 ・産業遺産 を現地において保存 ・育成 ・展示

し地域全体 を博物館 と見なす考え方。

21)あ る領域内で現地保存 された もの。 自然 ・文化 ・産業と対象

は幅広い。
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